
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月より 第４５期自治会活動がスタートしました！ 

第 45 期 自治会執行部紹介       

  舘 俊夫 

第 45 期 会長となりました、1 丁目在住の舘と申します。 

私は自治会の役割とは、地域住民の生活環境を守ることだと思います。 

執行部、委員、班長さんの今期１００名の自治会役員で皐ケ丘 1,394 世帯の生活

環境を支えて行きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

副会長 宮野 美智子 

このたび新年度の役員を務めることになりました宮野です。不慣れな点も多く、至らぬところがあるかと思いますが 

皆様のご協力をいただきながら、1 年間精いっぱい努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（高齢福祉部兼任）山矢 尚子 

37 年前、ハイツの景観に一目惚れして名古屋から越して

きましたが、今も変わらず、ここはステキなままです。 

この住みたくなる街並みを維持するために、副会長として 

一生懸命務めたいと思いますので、どうぞ皆さま、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

会計部長 武藤 利行 

この度、今年度の会計部長を務めさせて頂く事になりまし

た武藤と申します。皆様からお預かりした大切な自治会費

を｢間違いなく、無駄なく、分かりやすく｣規律と透明性をも

って適正に管理・運用することが会計部の重要な役割と心

得ております。裏方としてしっかりとサポートしてまいりますの

で、今年度も自治会活動への変わらぬご支援とご協力を

賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 小森 悠一郎 

総務部長に就任しました小森と申します。総務部は裏方の仕事ですが、皐ケ丘が良い方へ向かうように、皆様のご協力を

賜りながら、仕事を進めて参りたいと思います。若輩者ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

２日（土） 

➢ 執行委員会 

１０日（日） 

➢ 花いっぱい運動 

１７日（日） 

➢ 予備日 

１７日（日） 

➢ 役員会 

１日～３１日 緑の募金 

 

＊５月は自治会費・防犯管

理費の集金又は納付です 
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 虎澤 和洋 

この度体育部長に就任しました虎澤和洋です。 

今期も秋と春のスポーツ大会の開催を予定しています。多くの皆様の参加をお待ちしています。一年間宜しくお願いします。 

 

 三嶋 伊保子 

この度文化部長に任命されました三嶋と申します。初めての大役であり、皆様にご迷惑をおかけすることもあろうかと思いま

すが、精いっぱい頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 柴田 康晴 

45 期環境部長を務めさせていただきます柴田です。 

皐ケ丘には美しい景観を作り出す緑道が多く、その他にも公園やゴミ集積場など環境に関わる場所がたくさんあります。これ

らは草刈り倶楽部、環境サポートの会をはじめ、多くの住民の方の協力によりきれいに維持されています。この良好な環境を

維持していけるよう、住民の皆様と共に１年間活動していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 原田 益行 

防犯部長に就任しました原田と申します。皐ケ丘地区の安心・安全な街を維持・向上すべき微力ながら活動を進めたいと

思います。皆様方の協力をお願いいたします。 

 

 佐合 喜久美 

今期一年、防災部長を務めさせていただきます。近年、あちこちで災害が発生しています。又、南海トラフ大地震も起こると

予想されています。12 月 6 日には防災訓練も実施の予定ですので、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 宮地 美佳 

１年間広報部長を務めさせていただきます宮地です。前年度役員の皆様におかれましては大変お疲れ様でございました。 

皐ケ丘自治会の活動及び、皐ケ丘地区にお住いの皆様の関心ごとをお伝えしていけるよう、広報部３名で頑張って参りま

す。広報皐ケ丘への掲載依頼があれば、ぜひ事務局へお寄せください。 

 

 

令和 8 年度 第 45 期 皐ケ丘自治会総会開催      

令和 8 年 3 月 22 日（日）午前 10 時より皐ケ丘地区センターにて、出席者 98 名 委任状 910 名 

合計 1,008 名（会員数 1,275 名）で総会が成立し、皐ケ丘自治会総会が開催されました。 

第１号議案から第９号議案までの説明および報告がなされ、賛成多数ですべて承認されました。自治会員の皆様から

様々なご意見もいただき、特に防災についての質問には、この皐ケ丘地区でも、災害はいつやってくるか分からないからという、

皆様の危機意識の高さだと感じました。 

第 45 期自治会役員も４月より新たに役を任命されました新人ですので、温かい目で迎えていただきたいと思います。自治

会員の皆様のご協力のもとで、各役員、各班長が共に安心でよりよいまちづくりに尽力していきたいと思います。 



 

 令和 8 年度 花 のお知らせ       

日 時   から 1 時間 30 分をめどに 

※ 雨天の場合 5 月 17日（日）に順延  

※ 両日ともに雨天の場合は中止 

実施内容   

➢ 午前 8 時になったら各班の担当場所で、出席連絡をして始めてください。 

➢ ゴミ袋は「草刈り用」と「落ち葉用」の 2 種類あります。 

ゴミは回収しないでください。 

➢ 雨天中止の場合は、本部で決定後 7：45 までに各環境部員から当番班長へ連絡します。 

中止の放送はありません。 

➢ 欠席する場合は必ず班長まで連絡をお願いします。 

欠席の方には 5 月 6 日（水）～8 日（金）の間で班長宅もしくは自治会事務所で指定ごみ袋を

渡しますので、ご都合の良い日に班担当場所の落ち葉回収、草刈りをお願いいたします。 

● ご不明点がありましたら、自治会事務所（64-2834）へお願いします。 

（月～金 10:00―12:00、13:00―16:00）土日祝休み 

 

令和 8 年度「緑の募金」及び「日赤協力会費・社協会費」の募金への協力について    

 

募 金 期 間          

    「緑の募金」  令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 5 月 31 日 

    金額の定めはありません。例年 1 件（羽根 1 本）あたり 100 円を目安に募金いただいております。  

 

     「日赤協力会費・社協会費」 令和 8 年 6 月 1 日 ～ 令和 8 年 6 月 30 日 

     【参考】協力会費・会費の額（目安） 

 日 本 赤 十 字 社 
協 力 会 費 年額一口       ５００円 

会     費 年額一口     ２,０００円 

社会福祉協議会 一 般 会 費 年額一口       ５００円 

 

   募金納入先                 

    皐ケ丘自治会事務所（集会所） 

問い合わせ先           

    「緑の募金」  可児市役所 農林課 TEL:６２－１１１１（代表） 

    「日赤協力会費・社協会費」  社会福祉法人 可児市社会福祉協議会事務局 

可児市福祉センター内 TEL：６２－１５５５ 

※ 領収証が必要な方は、可児市役所及び社会福祉協議会事務所へ直接納めてください。（自治会では発行しません） 



 

非自治会員からの会費徴収について    

昨年の 11 月号にて「非自治会員への会費の徴収について」を掲載させていただきましたが、その後の経過報告をさせてい

ただきます。令和 8 年 1 月 17 日に非自治会員への説明会の案内をさせていただき、約 10 名強の方に、地区センターの

会場にお越しいただきました。おおむね、1 時間の説明を実施しました。そして 3 月 22 日 45 期総会にて 44 期の経過報

告の中で経過説明をさせていただきました。また 45 期の活動計画の中で、非自治会員の皆様へは自治会事務所より案

内と会費の振込用紙を郵送させていただく予定でございます。 

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。                              44 期自治会長 横井裕司 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 

  皐ケ丘周辺の 第 1回 
『キ リ シ タ ン』             齊 藤 千 勝 

可児市塩に｢美濃､尾張キリシタン顕彰碑｣が

2021年6月に建立されたのをご存知でしょうか。

この場所を探すのにも地元の人たちの協力なくし

ては探せませんでした｡扶桑町の恵心庵､犬山の五

郎丸付近､岐阜笠松方面と用地探しをしましたが、

縁あって幸いここになりました。 

碑文は次のように書かれています｡｢歴代の岐阜

城主はキリシタン信仰に寛容であり､中には自らキ

リシタンになった城主もいたため､この美濃地方に

はキリシタン信仰が広く受け入れられていました｡ 

しかし 1613 年(慶長 18)､徳川幕府が禁教令を出

してからは多くのキリシタンが捕縛され処刑され

るようになりました｡ 

そして 1661 年(寛文 1)尾張に隣接する可児郡

塩村にキリシタン潜伏が発覚しました｡この地を領

する旗本の林氏は､江戸から尾張藩にキリシタン取

締を依頼しました｡尾張藩は 1631 年(寛永 8)以来

キリシタンを検挙処刑して来ましたが､これを受け

て急遽キリシタン奉行を創設して宗門改めを実施

しました｡これが濃尾崩れと言われるキリシタンの

大量検挙の始まりとなりました｡こうして美濃の塩

村､太田村等 9 ケ村及び尾張北部の諸村から多数の

キリシタンが尾張藩によって捕縛され､1665 年

(寛文 4)中心人物とみなされた 200 余名が尾張藩

の千本松原で処刑されました。 

尾張 2 代藩主徳川光友公は刑場を土器野に移し､

千本松原の刑場跡に菩提の為に栄国寺を建立しま

した。寛文年間(1660 年代)には､高木村(現扶桑町

高木)､高田村(現名古屋市瑞穂区瑞穂町)､笠松代官

の陣屋等で 2000 名を超えるキリシタンが処刑さ

れました｡ 

なお､塩の甘露寺には可児郡坂戸地区で取り調べ

が行われたときに役人が硯代わりに使った可児市

指定の有形文化財の｢硯石｣が置かれています｡ここ

に濃尾崩れで信仰の為に命を捧げた殉教者たちを

称えてこの碑を建立します｡｣です｡甘露寺では､親

が処刑された家の子供達の面倒を見てあげていた

そうです。次回の話しは宮本武蔵です。 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

会員の皆様からの記事や情報も受け付けております。皐ケ丘自治会のメールにお寄せください。 

    尚、いただいた記事等は審査し掲載を判断いたしますのでご了承ください。 締め切り/毎月１２日 


